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令和元年度 豊岡市教育委員会の会議（臨時会）会議録 

 

○ 開会及び閉会の日時及び場所 

2019年 12月３日（火） 

場  所   豊岡市役所本庁舎３階 庁議室 

所 在 地   豊岡市中央町２番４号 

開会時間   午後２時 00分 

閉会時間   午後２時 20分 

 

○ 出席委員の氏名 

教育長           嶋 公治 

委員            佐伯 和亜 

委員            向井 美紀 

委員            飯田 正巳 

委員            成田 壽郎 

 

○ 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名 

事務局   教育次長          堂垣 真弓 

教育総務課長        永井 義久 

こども教育課長       飯塚 智士 

こども育成課長       木下 直樹 

教育総務課課長補佐     木之瀬 晋弥 

教育総務課教育総務係長   竹内 有子 

 

○ 日程 

第１ 会議録署名委員の指名 

    佐伯 和亜 委員 

 

   第２ 議事 

     〇 議案第 26号 豊岡市立奈佐小学校の統合に関する要望書に対する教育委員会の方

針について 

 

―――――――――――――――― 開会 午後２時 00分 ――――――――――――――  

（教育長） 

 ただ今から、令和元年度臨時教育委員会会議を開会いたします。本日は、すべての委員が出席

し、会議の定足数である過半数を満たしていますので、会議が成立していることを報告いたしま

す。 

 

【日程 第１ 会議録署名委員の指名】 

（教育長） 
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日程第１ 会議録署名委員の指名です。佐伯委員にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

【日程 第２ 議事】 

（教育長） 

 日程第２ 議事に移ります。 

議案第 26 号 豊岡市立奈佐小学校の統合に関する要望書に対する教育委員会の方針について、

教育総務課長の説明をお願いします。 

 

〇 議案第 26号 豊岡市立奈佐小学校の統合に関する要望書に対する教育委員会の方針について 

≪教育総務課長の説明概要≫ 

 12 月３日、奈佐地区区長会長及び奈佐小学校ＰＴＡ会長から、奈佐小学校を五荘小学校へ統

合することについての要望書が市長及び教育長に提出された。その要望書に対する教育委員会の

方針について協議いただきたい。 

 要望書の内容は、① 2021 年４月を目標として、豊岡市立五荘小学校に統合をお願いする、② 

統合にあたっては、準備委員会を設置して奈佐小学校及び奈佐地区の要望を聞き入れていただき

たい、③ 統合後の奈佐小学校の跡地利用については、奈佐地区住民のふれあいの場と、地域振

興の場として活用できるようお願いする、この３点であった。 

この要望に対する教育委員会の考え方は、統合先は、最も近隣の学校であること、また、幼稚

園について、既に五荘と奈佐が統合していること等から五荘小学校が適当であると考える。五荘

小学校と奈佐小学校では、学校規模が大きく異なることから、奈佐小学校の児童に対して、統合

前の交流行事や統合後のフォロー体制など、不安解消に努める必要があると考える。 

教育的観点からは、統合により複式学級が解消されるほか、学習・生活両面にわたり、多様な

考え方に触れ、認め合い、協力しあい切磋琢磨することを通じて、一人一人の資質や能力をさら

に伸ばすことができる、学校行事や体育・音楽活動の幅が広がるとともに、グループ学習など効

果的な教育活動を行えるなどの効果が考えられる。 

 統合の時期は、要望書にある 2021 年４月を目標とし、両地区の関係者とともに協議・調整を

行う統合準備委員会を設置することとする。 

 また、奈佐小学校の跡地利用は、他の公共施設等とあわせ、今後の検討課題とする。 

 

（教育長） 

 教育委員会の方針について、説明がありましたが、ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（成田委員） 

 統合のために設置される統合準備委員会の委員はどのような方を想定しておられますか。 

 

（教育総務課長） 

 学識経験者、地域の代表者、ＰＴＡ関係者、学校園関係者などに参加いただく予定です。 

 

（教育長） 



- 3 - 

 

 準備委員会の人数、構成についても、両地区の方々と協議し調整していきます。 

その他、ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 意見なし 

 

（教育長） 

それでは、議案第 26 号 豊岡市立奈佐小学校の統合に関する要望書に対する教育委員会の方

針について、異議はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 異議なし 

 

（教育長） 

それでは、この方針で進めていきます。 

以上で日程は終了になります。これを持ちまして、臨時教育委員会会議を閉会します。 

  

―――――――――――――――― 閉会 午後２時 20分 ―――――――――――――― 

 

 この会議録は、会議の内容と相違ないことを証します。 

 

 2019年 12月３日 

 

教育長 

 

委 員 

 


